
すべての有床医療機関の「2025年に向けた計画」取りまとめ結果

【肝属保健医療圏】

１ 計画の提出状況

有床医 うち公立 病床の その他 提出済 病床の
区 分

療機関 ・公的 変更有 (提出対象) (1/22現在) 変更有

病 院 １８ ４ ２ １４ １４ ６

有床診療所 ３０ － － ３０ ３０ ５

２ 計画の内容（取りまとめ結果）

区 分 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 小計 休棟 合計 介護保険施設等 総 計

その他 2017 現況 8 808 415 454 1,685 134 1,819

全て 2025 計画 12 848 409 234 1,503 172 1,675 129 1,804

公立 2017 現況 0 371 0 174 545 0 545

公的 2025 計画 0 321 40 85 446 0 446 0 446

合 2017 現況 8 1,179 415 628 2,230 134 2,364

計 2025 計画 12 1,169 449 319 1,949 172 2,121 129 2,250

2025地域医療構想 114 450 570 596 1,730

※ ・ 2017の現況は，今回調査の報告値を掲載した。（病床機能報告と一部異なる。）

ただし，一部医療機関では現況値の記入がなく，病床機能報告の数値を使用した。

・ 2025の計画が未定や無記入の医療機関は，2017の現況値を，そのまま2025の計

画に当てはめて集計した。なお，一部の医療機関は2023の計画のみ報告があり，

そのまま2025の計画に当てはめて集計した。

【2025計画で病床変更あり医療機関のみの集計】（参考）

区 分 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 小計 休棟 合計 介護保険施設等 総 計

その他 2017 現況 8 375 113 363 859 19 878

全て 2025 計画 12 415 107 143 677 57 734 129 863

公立 2017 現況 0 240 0 139 379 0 379

公的 2025 計画 0 190 40 50 280 0 280 0 280

合 2017 現況 8 615 113 502 1,238 19 1,257

計 2025 計画 12 605 147 193 957 57 1,014 129 1,143

2025-2017 4 △ 10 34 △ 289 △ 281 38 129 △ 114
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各有床医療機関の「2025年に向けた計画」について
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公立 病院 鹿屋市 県民健康プラザ鹿屋医療センター　 182 182 0 4 182 182 182 182 150 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公立 病院 垂水市 垂水市立医療センター垂水中央病院 126 91 35 0 126 91 35 126 91 35 未定 ○ ○ ○ ○

公立 病院 肝付町 肝付町立病院 40 40 0 0 40 40 40 40 40 40 ○ ○ ○ ○

公的 病院 錦江町 肝属郡医師会立病院 196 160 36 0 197 58 139 197 58 139 130 40 40 50 ○ ○

病院 鹿屋市 大隅鹿屋病院 391 391 0 0 391 8 218 45 120 391 12 263 45 71 391 12 263 45 71 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

病院 鹿屋市 恒心会おぐら病院 216 116 100 0 216 116 100 216 116 100 216 116 100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

病院 鹿屋市 池田病院 189 91 98 0 189 91 34 64 189 123 34 32 189 123 34 32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

病院 肝付町 春陽会中央病院　 100 100 0 0 100 40 60 100 40 60 100 40 60 ○

病院 鹿屋市 徳田脳神経外科病院　 70 34 36 0 70 34 36 70 34 36 70 34 36 ○ ○

病院 鹿屋市 井ノ上病院 60 0 60 0 60 60 60 40 20 未記入 ○

病院 鹿屋市 福田病院 58 0 58 0 58 58 58 10 48 58 10 48 ○ ○ ○

病院 鹿屋市 かのや東病院 56 28 28 0 56 28 28 56 28 28 56 28 28 ○

病院 鹿屋市 検見崎病院 46 46 0 0 46 46 46 46 46 46 ○ ○

病院 鹿屋市 児玉上前共立病院 33 0 33 0 33 33 33 33 33 33 ○

病院 鹿屋市 鮫島整形外科病院 32 0 32 0 32 32 不明 不明 ○

病院 鹿屋市 鹿屋ひ尿器科 20 20 0 0 20 20 20 20 20 20

病院 鹿屋市 桜ケ丘病院 11 0 11 104 11 11 11 11 11 11 ○

病院 鹿屋市 国立療養所星塚敬愛園 540 540 0 0 60 60 60 60 60 60

有床診療所 鹿屋市 伊東クリニック　 19 19 0 0 未記入 未記入 未記入

有床診療所 鹿屋市 王産婦人科医院　 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 ○

有床診療所 鹿屋市 大手町クリニック 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 ○ ○

有床診療所 鹿屋市 おばま医院　 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 ○

有床診療所 鹿屋市 鹿屋ハートセンター　 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 ○

有床診療所 鹿屋市 桑波田産婦人科　 19 19 0 0 19 19 不明 不明 ○

有床診療所 鹿屋市 寿レディースクリニック　 19 19 0 0 19 19 19 19 19 ○

有床診療所 鹿屋市 そえじまクリニック　 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 ○ ○

有床診療所 鹿屋市 長崎内科 19 10 9 0 19 10 9 19 10 9 19 10 9 ○ ○

有床診療所 鹿屋市 村上整形外科医院 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19

有床診療所 鹿屋市 よしどめ整形外科 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 ○

有床診療所 垂水市 池田温泉クリニック　 19 19 0 0 19 19 19 19 不明 ○ ○

有床診療所 錦江町 大根占医院　 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 ○

有床診療所 垂水市 相良整形外科 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 ○

有床診療所 垂水市 東内科小児科クリニック　 19 11 8 0 19 19 19 19 19 19

有床診療所 鹿屋市 内村産婦人科 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 ○

有床診療所 肝付町 高山胃腸科・外科 19 16 3 0 19 16 3 19 16 3 19 16 3 ○ ○ ○

有床診療所 鹿屋市 花田整形外科・リウマチ科医院 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 ○

有床診療所 鹿屋市 黎明脳神経外科医院　 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 ○ ○ ○

有床診療所 鹿屋市 小林クリニック　 18 18 0 0 18 18 未定 未定

有床診療所 鹿屋市 前田内科 17 17 0 0 未記入 未記入 未記入 ○ ○ ○ ○

有床診療所 肝付町 吉川医院 17 17 0 0 17 17 17 17 17 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

有床診療所 鹿屋市 あべまつ眼科医院 15 15 0 0 15 15 0 0 0 0

有床診療所 鹿屋市 中原クリニック　 15 9 6 0 15 15 不明 不明 ○

有床診療所 東串良町 岩重医院 12 12 0 0 12 12 12 12 12 12 ○ ○ ○

有床診療所 鹿屋市 いまがま眼科医院 6 6 0 0 6 6 6 6 6 6 ○

有床診療所 鹿屋市 中塩医院 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 ○

有床診療所 鹿屋市 井上眼科 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 ○

有床診療所 錦江町 長浜医院 4 4 0 0 4 4 未記入 未記入

有床診療所 鹿屋市 いしかわ耳鼻咽喉科 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 ○

区分 病床機能報告対象医療機関名病診区分 住所地

現在（2017.7） 2025年に担う役割の方針

19

許可病床数（2018.10）
6年後（2023年） 2025年

担う医療機能について
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すべての有床医療機関の「2025年に向けた計画」の取扱い

【対応方針決定に係る国の考え】

H30.2.7 医政地発第１号 「地域医療構想の進め方について」

１ 地域医療構想調整会議の進め方について

 地域医療構想調整会議の協議事項

ア 個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応

(ｳ) その他の医療機関に関すること

それ以外の全ての医療機関＊１については，地域医療構想調整

会議において，構想区域の医療機関の診療実績や将来の医療需要

の動向を踏まえて，遅くとも平成30年度末まで＊２に平成37

(2025)年に向けた対応方針を決定すること。また，対応方針を決

定した後に，見直す必要が生じた場合には，改めて地域医療構想

調整会議で協議すること。

＊ １ それ以外：公立・公的，開設者変更，役割・機能の大幅

変更以外

２ 平成30年度末まで：本通知の｢決定すること｡｣の記述に

かかわらず，平成30年度末までの協議開始の意図
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【すべての有床医療機関の対応方針検討に当たって想定される内容・

スケジュール】

〔本圏域の対応方針検討に当たっての条件〕

定量的基準により，機能区分別の病床数の変動の可能性が大

⇒ 基準決定前に，対応方針の踏み込んだ協議を行うことが妥当か？

圏域の対応
時期 国の設定 県における事情

（想定イメージ）

H31.2

協議開始

H31.3 協議開始 定量的基準専門部会① (H30･2回調整会議)

H31.5 定量的基準専門部会②

H31.7 定量的基準専門部会③

H31.9 県調整会議・基準決定

定量的基準の決定を

受けた協議開始

(H31･1回調整会議)

病

床

数

再

整

理

⇒

協議本格化

(H31･2回調整会議)

H32.3
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